
日本人住民の方の登録できない印鑑 

 

●登録できない印鑑 
・住民票に登録されている「氏名」、「氏」、「名」、「氏及び名の一部を組み合わせたもの」で表

されていないもの 

・氏名以外の事項（職業、資格、記号、イラストなど）を表しているもの 

・ゴム印などの変形しやすいもの 

・印影の大きさが一辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの 

・印影の大きさが一辺の長さ２５ミリメートルの正方形に収まらないもの 

・ふちの無いもの。ふちが欠けているもの。ふちがき損や摩耗しているもの。 

・印影を鮮明に表しにくいもの。 

・その他市長が不適当と認めるもの。 

 

※同一世帯内で既に登録されている印影と酷似している印鑑は登録できません。 

 

 

             一辺の長さ8ミリメートル 

 

 

 

  一辺の長さ25ミリメートル 

  ※色の部分に収まらないもの、白の正方形より小さいものは登録できません。 

 

 

登録できない印鑑の例 

・氏の一部を表したもの（氏名：栃木花子） 

 

         

 

 

 

・名の一部を表したもの（氏名：栃木花子） 
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・氏の一部と名の一部を組み合わせたもの（氏名：栃木花子） 

     

      

     

         

 

・氏の一部（頭文字以外）と名の一部を組み合わせたもの（氏名：栃木花子） 

 

     

          

 

 

・氏の漢字を「ひらがな」または「カタカナ」に換えたもの（氏名：栃木花子） 

    

             

             

             

         

 

・名の漢字を「ひらがな」または「カタカナ」に換えたもの（氏名：栃木花子） 

 

            

             

                 

 

 

・名の「ひらがな」「カタカナ」を漢字に換えたもの（氏名：栃木はなこ・栃木ハナコ） 

 

     

     

    

      

・別の文字に換えたもの（氏名：栃木花子） 
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・「氏名」、「氏」もしくは名をローマ字で表したもの（氏名：栃木花子） 

 ※英字圏外国人でカタカナ表記を登録している方を除く 

 

     

   

 

 

・氏名以外の事項（職業、資格、記号、イラストなど）を表しているもの（氏名：栃木花子） 

 

              

              

 

 

TOCHIGI 

司法書士 

栃木花子 

★栃 

 木★ 


